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１ 事案の概要 

 合同会社 DMM.com（以下「X 社」という。）は、「DMM ブックス」という名称で、

電子書籍配信サービス（以下「本件電子書籍サービス」という。）を営んでいる。本件

電子書籍サービスでは、漫画等の画像コンテンツは、これを暗号化処理して作成した

「dmmb」という形式のファイルにして配信している。Ｘ社は、dmmb 形式のファイル

を復号して画像データを端末の画面上に表示させるアプリケーションソフト「DMM 電

子書籍ビューア」（以下「本件ビューア」という。）を開発し、そのウェブサイト上で公

衆に提供している。 
 Windows 版の本件ビューアのソフトウェアのパッケージ内には、画像を表示する機能

を持つ「dmmviewer.exe」の他に、サイファーテック株式会社が開発した「CypherGuard」
というソフトウェア（最高裁判所の HP では、「G」という仮名処理がなされている。）

が組み込まれている。その中の、cgrdcore32.dll 及び cgrdcore64.dll に、キャプチャ防止

機能を持つ「CypherGuard BitBlt」が含まれている。dmmviewer.exe は、CypherGuard な

くして単体では起動しないようになっており、ライセンス発行も受けることができず、

コンテンツの視聴もできないように作られている。 
 CypherGuard BitBlt が画面キャプチャを防止する仕組みは、概ね下記の通りである。 
 32bit 版の WindowsOS においては、「gdi32.dll」というライブラリが実行ファイルと動

的にリンクすることで、モニター等のデバイスの制御を行っている。「bitblt」とは、

gdi32.dll の機能のうち、画面表示等に用いられるビットマップデータをメモリ間で転送

するものをいう。そして、複数のソフトウェアでビットマップデータを共用するために、

32bit 版の WindowsOS には、「gdi32.dll BitBlt API」という API が組み込まれている。32bit
版の WindowsOS 用のキャプチャソフトは、この API を利用して、指定画面の表示デー

タを電子ファイルとして保存したり、プリンター等のデバイスにこれを転送して印刷し

たりできるようにしている。 
 CypherGuard は、「gdi32.dll BitBlt API」の先頭の 5 バイト分を書き換えることにより、

その後の「gdi32.dll BitBlt API」を読み込まずに、「gdi32.dll BitBlt API」ではなく、サイ

ファーテック株式会社が用意した「CypherGuard BitBlt API」を呼び出すようにすること

で、「gdi32.dll BitBlt API」を介したキャプチャの防止を実現している。 
 株式会社インターナルが開発・販売していた「コミスケ 3」（最高裁判所の HP では、

「Y3」という仮名処理がなされている。）は、gdi32.dll を別名でコピーした上、

「CyperGuard BitBlt API」の先頭 10 バイトを上書きし、結局、「gdi32.dll BitBlt API」と

同じ処理をするようにさせて（すなわち、ビットマップデータを複数のプログラムで共

用できるようにして）キャプチャを可能とするものである。 
 株式会社インターナルの代表取締役であった Y1、同社のプログラマーであった Y2、
同社のプログラムソフト販売責任者であった Y3 が、コミスケ 3 をアップロードしてこ

れを提供したことが、不正競争防止法第 21条 2項 4 号（当時）違反となるのかが争わ

れた。 
 
２ 問題の所在 

 上記アップロード行為がなされた当時の不正競争防止法においては、「不正の利益を

得る目的で、又は営業上技術的制限手段を用いている者に損害を加える目的で、第 2条
第 1 項第 10 号又は第 11 号に掲げる不正競争を行った者」について、「5 年以下の懲役

若しくは 500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」とされていた（第 21条 2
項 4 号。なお、同法第 2条第 1項第 10 号及び第 11 号が同項第 17 号及び第 18 号に繰り

下がったのに伴い、現在の第 21条 2項 4 号は、「不正の利益を得る目的で、又は営業上

技術的制限手段を用いている者に損害を加える目的で、第 2条第 1項第 17 号又は第 18
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号に掲げる不正競争を行った者」となっている。）。 
 当時の同法第 2条第 1項第 10 号及び 11 号は、「営業上用いられている技術的制限手

段…により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、

音若しくはプログラムの記録（…影像の視聴等…）を当該技術的制限手段の効果を妨げ

ることにより可能とする機能を有する装置…若しくは当該機能を有するプログラム…

を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しの

ために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又は当該機能を有するプログラムを電気通信

回線を通じて提供する行為（当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せ

て有する場合にあっては、影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることによ

り可能とする用途に供するために行うものに限る。）」を不正競争行為とした（当該技術

的制限手段が「他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの

実行又は影像、音若しくはプログラムの記録をさせないため」に用いられている場合に

は第 11 号の、それ以外の場合には第 10 号の不正競争行為となる。）。 
 このうち、「技術的制限手段」については、「電磁的方法…により影像若しくは音の視

聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録を制限する手段で

あって、視聴等機器（影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若

しくはプログラムの記録のために用いられる機器をいう。以下同じ。）が特定の反応を

する信号を影像、音若しくはプログラムとともに記録媒体に記録し、若しくは送信する

方式又は視聴等機器が特定の変換を必要とするよう影像、音若しくはプログラムを変換

して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるもの」とする旨の定義規定が置か

れていた（同法第 2条第 7項。現在は、若干定義が拡張された上、第 8項へと繰り下げ

られている。）。 
 このように、当時の不正競争防止法により保護される技術的制限手段は、① 視聴等

機器が特定の反応をする信号を影像等とともに記録媒体に記録し、若しくは送信する方

式か、② 視聴等機器が特定の変換を必要とするよう影像等を変換して記録媒体に記録

し、若しくは送信する方式によるものに限られていた。 
 「DMM ブックス」においては、②の方式が採用されていた（①の方式も併用されて

いたとの認定はなされていない。）。すなわち、本件ビューアを用いることによってのみ、

暗号化された画像データを復号して、PC 等のモニター上に表示することが可能となる

という方式が採用されていた。 
 CypherGuard により画像のキャプチャを不可能とする仕組みは、上記の通り、OS 側
が標準搭載している gdi32.dll のうちの「gdi32.dll BitBlt API」の先頭の 5 バイト分を書

き換えることにより実現しているのであって、上記画像データを暗号化等すること自体

によって実現しているわけではない。ただ、暗号化された画像データを復号化して画像

を視聴することができる唯一のソフトウェアである本件ビューアを稼働させると、同じ

パッケージに組み込まれている CypherGuard の機能により、不可避的に gdi32.dll の書き

換えが行われ、画像のキャプチャが行えなくなるに過ぎない。このような場合に、画像

のキャプチャが、「DMM ブックス」において用いられている暗号化という技術的制限

手段「により制限されている…影像…記録」に当たるかが問題となり得る。 
 
３ 最高裁の判断 

 本件技術的制限手段は、ライセンスの発行を受けた特定の視聴等機器にインストール

された本件ビューアによる復号が必要となるよう、電子書籍の影像を暗号化して送信し、

影像の視聴等を制限するものであった。 
 Windows対応版の本件ビューアには、復号後の影像の記録・保存を防止する機能を有

し、本件ビューア以外で上記影像の視聴ができないよう影像の視聴等を制限するプログ

ラムである「G」が組み込まれていた。G は、本件ビューアを構成するプログラムの一

つとして、本件ビューアと同時にインストールされ、G のない状態では、本件ビューア
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